
 長与町定額減税補足給付金（不足額給付）支給等業務委託基本仕様書 

１ 業務名 

長与町定額減税補足給付金（不足額給付）支給等業務 

 

２ 目的 

所得税又は個人住民税の定額減税及び定額減税補足給付金が実施されたことに伴い、当初調整給付

の算定額と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた者や定額減税の対象外かつ低所得者世帯向

け給付金の給付対象外等である者に給付金を支給するもの。 

 

３ 事業概要 

(1) 給付金の内容 

アまたはイに該当する者へ給付金の支給事務を実施するもの 

 

ア 不足額給付Ⅰ（令和６年度に実施した当初調整給付の金額と、令和６年分所得税及び定額減税

の実績額が確定したのちに再度算出した本来給付すべき所要額との間で差額が生じた者） 

イ 不足額給付Ⅱ（本人または扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得者世帯向け給付

対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない者） 

 

(2) 給付金支給対象者数 

約 3,000 人(見込) 

 

(3) 支給額 

ア 不足額給付Ⅰに該当する者 

当初調整給付額と本来給付すべき所要額との差額 

イ 不足額給付Ⅱに該当する者 

１人につき 40,000 円 

 

(4) 手続き等（今後の業務の検討状況に応じて変更となる場合がある。） 

ア プッシュ型方式 約 2,000 人 

受給者へ振込予定日・振込先口座等を記載した通知書を送付し、手続き不要で支給。ただし、

辞退する場合や口座変更する場合等は指定した期日までに申出が必要。 

イ 確認書方式 約 500 人 

受給者へ確認書等を送付し、受給者は算出額等の確認及び振込口座等を記載の上、必要書類を

添付し、郵送等で提出。 

ウ 申請方式 約 500 人 

不足額給付Ⅱに該当する者や令和６年中に転出転入のあったものについては、対象者の特定が

困難なため、受給者へは確認書を発送せず、本人からの申出により申請を受け付ける。 

 

４ 履行期間 

令和７年 6月 25 日から令和 7年 12 月 26 日まで 

 

５ 履行場所 

長与町役場内（8/31 までは会議室、9/1 以降は福祉課執務室内を想定） 

 

 

 

 

 



６ 基本事項 

(1) 守秘義務 

ア 受注者は、本業務により知り得た個人情報に関して、その秘密を厳守し、第三者への漏洩を防

止するとともに、必要かつ十分な管理を行うこと。また、知り得た情報は、本業務の実施に必

要と町があらかじめ認めた場合を除き、執務場所からの持ち出し、複写及び複製をしてはなら

ない。 

イ 本業務を進めるに当たり、個人情報を収集又は利用する時は、本委託業務の目的の範囲内で行

うものとする。 

ウ 本業務の従事者は、本業務の履行に際して知り得た本町の情報を、契約の期間はもちろん、契

約の終了後及び解除後においても第三者に漏らしてはならない。 

エ 本町が提供する資料は、原則として貸出によるものとし、委託完了時には返却すること。 

 

(2) 個人情報保護の徹底 

受注者は公共の業務に携わる重要性及び特定個人情報を含む個人情報（以下「個人情報」とい

う。）を取り扱う重要性を十分に認識し、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）」を遵守するとともに、個人情報の厳格な管理及び適切な運用のために必要な万全の体制を整

備すること。また、セキュリティ研修を従事前及び従事後定期的に実施し、その結果を発注者に

報告するとともに、個人情報保護の方策については事前に町に説明を行うこと。 

 

(3) 資料などの適正な保管 

受注者は、町から提供を受けた本業務に関する資料及びこの仕様書に基づく帳票類などについ

て、適切かつ厳重に保管すること。 

 

(4) 信用失墜行為の禁止 

受注者は、業務を遂行するに当たり、町民からの信頼を損なわないよう、常に適切かつ丁寧に対

応し、町民の満足度の向上に努め、町の信用を失墜する行為を行ってはならない。 

 

(5) コンプライアンスの徹底 

受注者は、業務に関する関係法令通知などを遵守し、業務を適切に行うこと。 

 

(6) 公正な取り扱い 

受注者はサービスの提供について、利用者を区別することなく公平・公正に取り扱わなければな

らない。 

 

(7) 損害賠償責任 

受注者は、受注者の故意又は過失により発注者又は第三者に損害を与えた場合（発注者の責に帰

する場合を除く。）においては、その賠償責任を負うこととする。また、発注者が賠償責任を負っ

た場合で、受注者側の責任も認められる場合には、発注者が求償権を行使することができるもの

とする。 

 

(8) 人員配置 

人員配置の目安として令和7年6月25日から令和7年7月31日までは3人以上、令和7年8月1日から令

和7年8月31日までは2人以上、令和7年9月1日から令和7年12月26日までは1人以上を目安に配置す

ること。 

 
 

 

 

 



７ コールセンター業務 

電話等による問い合わせに対応するためのコールセンターを開設し、以下のとおり業務を実施するこ

と。 

(1) 基本事項 

ア 開設場所 長与町役場内 

イ 開設期間 令和７年７月１日から令和７年 12月 26 日まで（土曜日、日曜日、祝日除く） 

ウ 開設時間 開庁日の午前 8時 45 分から午後 5時 30 分まで 

 

(2) 業務内容 

ア 不足額給付に関する電話での問い合わせ対応 

(ｱ) 定額減税、不足額給付等に係る制度に関する問い合わせ対応 

(ｲ) 不足額給付の手続き全般に関する問い合わせ対応 

(ｳ) 不足額給付と関係のない問い合わせへの関係部署等への案内・引継ぎ対応 

(ｴ) 手続きの方法や対象者等に対する意見、苦情等対応 

(ｵ) 所得税及び個人住民税に係る具体的な内容等、コールセンターで回答できないもののエス

カレーション対応 

(ｶ) 対象確認に対する問い合わせ対応 

(ｷ) 不足額給付Ⅱに該当する者や転出転入等により、課税状況・過去の給付状況 

の確認を要する者に対する対応 

イ 問い合わせ対応に対する記録及び報告 

(ｱ) 問い合わせを記録するための様式を作成すること。 

(ｲ) 問い合わせ件数及び事後対応が必要な該当者については翌開庁日までにまとめ、発注者に

報告すること。 

ウ その他 

(ｱ) 問い合わせ対応については、苦情処理を含めて原則として受注者により完結させること。 

(ｲ) 個人情報を取り扱うことから情報漏洩を防止する対策を講じること。 

 

８ 窓口業務 

(1) 基本事項 

ア 開設場所 長与町役場内 

イ 開設期間 令和７年７月１日から令和７年 12月 26 日まで（土曜日、日曜日、祝日除く） 

ウ 開設時間 開庁日の午前 8時 45 分から午後 5時 30 分まで 

 

(2) 業務内容 

ア 窓口における相談対応 

(ｱ) 定額減税、不足額給付等に係る制度についての問い合わせについて、説明を行う。 

(ｲ) 申請手続き等の問い合わせについて、説明をするとともに手続きの支援を行う。 

イ 対象確認対応 

不足額給付の対象となっているかどうかについての問い合わせに対して、確認を行う。発注者

と協議の上、対象確認用のチェックリスト等を作成し、対象要件を満たしているかどうかチェ

ックしながら確認すること。 

 

 

 



ウ 転出者への対応（今後の業務の検討状況に応じて変更となる場合がある。） 

令和６年中に転出された方であって令和７年度住民税課税団体に対して、当初調整給付の算定

額や令和６年度個人住民税控除不足額の実績値を証明する必要がある者等に対して、証明書等

の発行又は案内を行う。 

 

(3) 申請手続き支援 

申請を希望する来庁者に対して、記入方法の指導、添付書類の複写等をする。 

 

(4) 申請書類の受付 

来庁者が持参する提出書類に不備がないことを確認し、受付印を押した上で受領する。 

 

(5) 申請書類の審査処理 

提出された書類について、支給要件を満たすかどうか審査を行う。審査基準は別途発注者から指

定するものとする。 

 

(6) 発注者への引継ぎ 

発注者の指示を仰ぐ必要のある対応や審査について、迅速に担当者へ引き継ぎを行うこと。 

 

(7) 庁内業務支援等 

ア 受付書類の整理、保管 

イ 窓口受付書類の事務センターへの引き渡し 

 

(8) その他 

ア 窓口数は最大で２か所とする。 

イ 窓口に設置する筆記用具等の消耗品は発注者が準備する。 

ウ 窓口応対を起因とする苦情処理については、原則として受注者の責任にて対応すること。発注

者の判断を仰ぐ案件がある場合は、共有システムにて速やかに該当者と対応状況を発注者へ連

絡すること。 

エ 窓口従事者は町民の信用を損なわない適切な服装の着用、不快感を与えない身だしなみの確保

に努め、勤務時間中は必ず名札を着用すること。また、駐車場は受注者にて用意することと

し、町役場来庁者向け駐車場は使用しないこと。 

 

９ 事務センター運営 

(1) 基本事項 

ア 開設場所 長与町役場内 

イ 開設期間 令和７年７月１日から令和７年 12月 26 日まで（土曜日、日曜日、祝日除く） 

ウ 開設時間 開庁日の午前 8時 45 分から午後 5時 30 分まで 

 

(2) 業務内容 

ア プッシュ型通知書、確認書等の発送  

対象者データを基に、プッシュ型通知書及び確認書等を作成の上、郵送すること。 

印刷・作成に当たっては、なお、発送日直前までに何らかの理由により発送が不適となった者

や差し替えが必要となった者についてのデータを提供するため、引き抜きの上、差し替えや発

送の中止を行うこと。最終的な発送対象者・引き抜き対象者の送付先住所や氏名等を一覧にま

とめ、発送日前日までに発注者へ納品すること。 

 

 



イ 受付 

(ｱ) 確認書の受付 

a 郵送等による確認書の回収等 

返信用封筒にて郵便申請あったものを回収する。 窓口等で受付した確認書等についても

随時回収すること。 

b 封筒の開封 

受領した確認書は、封入物を取り出し忘れや損ねることなく適切かつ速やかに開封でき

るよう工夫して対応する。 

c 内容確認 

確認書は開封後、受付印を押印し、不要部分が切り取られていないものは切り取り、確

認書の裏面に添付書類が貼り付いていないものは貼りつける。また、提出書類に不備が

ないか確認し、不備のないもの、添付書類不備、記載内容不備(記入漏れ・口座情報漏

れ)に仕分けする。 

d 受付登録 

原則、確認書が事務センターに到着後、２開庁日以内に給付金管理 Excel 上で受付登録

を行い、同システム上で受付を行う。 

(ｲ) 申請方式による申請の受付 

a 申請者の確認 

申請者について、既にプッシュ型方式または確認書の該当になっていないか確認し、該

当する場合は、申請者宛てに理由を付した却下通知を送付すること。なお、本人よりプ

ッシュ型通知または確認書の再発行依頼があった場合、対応すること。 

b 受付登録 

確認により、該当でない者について、原則、申請書が事務センターに到着後、３開庁日

以内に給付金管理 Excel 上で受付登録を行う。なお、確認書とは別管理により受付登録

を行うこと。 

c 申請書類の確認 

受付登録後、記入内容及び添付書類に不備がないか確認の上、不備のあるもの・ないも

のに仕分ける。不備のあるものについては後段の不備通知を発送する。 

d 発注者への審査依頼  

不備のないものについては、発注者が審査を行うため、申請書類及び提出書類をデータ

上で閲覧できる状態に加工し、発注者へ速やかに納品すること。 

 

e 審査から審査結果登録について 

発注者が審査および支給額の算出を行い、審査結果を給付金管理 Excel に登録後、受注

者へ通知するため、支給要件を満たしている場合は支給決定処理へ回し、満たしていな

い場合は却下通知を送付すること。 

ウ 審査業務 

確認書の受付登録を行った後、支給要件を満たしているかの確認及び支給決定に必要な項目に

ついて、申請内容の審査を行い、審査結果を基に給付金管理 Excel のステータスを支給または

不支給に更新すること。また、確認作業のために審査を保留にしたり、何らかの理由で決定の

登録ができない場合は、給付金管理 Excel に状況を速やかに登録し、進捗状況を管理の上、審

査に遅れが生じないようにすること。 

 

 



エ 口座情報等入力 

支給決定済の提出者について、確認書に記載された口座情報と添付された通帳等の写しに記載

された口座情報が合致しているか必ず照合の上、給付金管理 Excel に入力すること。入力内容

についてはダブルチェックを行い、精度の確保に努めること。 

オ 支給決定通知書の管理・発送 

支給決定通知書については、支給決定日に該当者の一覧を発注者に提示するものとし、発注者

が指定する日に発送を行うものとする。なお、発送日までに引き抜き対応が必要となったもの

について、発注者からの指示により引き抜き・差し替え等を行うこと。 

カ 不支給決定通知書の管理・発送 

不支給決定通知については、発注者に不支給内容の確認を受けた後、５日以内に申請者あて送

付すること。 

キ 振込不能(事前照会分)への対応 

金融機関への事前照会の結果、振込不能となったものについて、発注者から受注者へ振込不能

リストを提供するため、申請内容の確認を行い、補正可否を判断する。給付金管理 Excel への

入力誤り等であった場合は、直ちに修正を行い、本番支払日に修正内容を適用させること。そ

の場での補正が不可の場合、申請者に連絡の上、不備通知を発送するなど、不備解消に努める

こと。 

ク 振込不能(本番支払分)への対応 

本番支払で振込不能となったものについては、申請内容の確認を行い、補正可否を判断する。

入力誤り等であった場合は、修正し次回の支払へ振り替えるものとする。その場での補正が不

可の場合はキと同様の取り扱いとする。 

ケ 振込不能へのその他の対応 

その他、振込不能となった場合の詳細については、発注者の指示を受けること。 

コ 不備情報のシステム入力 

不備のある提出者について、給付金システムに不備情報を登録する。不備種別については、発

注者が別途指示する。 

サ 不備通知の発送 

不備登録をした提出者について、不備判明後１週間以内に、郵送等で本人に確認し、不備補正

依頼を行うこと。不備として返送が必要な場合は、説明文と返信用封筒を同封し郵送にて送付

すること。 

シ 現金給付希望者への対応 

特別な事情により口座振込による給付ができず、現金により給付する場合、事務センターで審

査を行い、現金給付リストを給付日ごとに Excel データ等で作成すること。給付金管理 Excel

上にも、現金支給であることが分かるよう該当者の登録を行うこと。その他支払いまでの詳細

については、発注者の指示を受けること。 

ス 再発行依頼に対する対応 

申請者からのコールセンター等への問い合わせにより、申請関係書類等の再発行依頼があり、

再発行が適切と認められる場合は、該当書類等について随時発送するなど対応を行うこと。 

セ 確認書等の所在確認 

町民等から、確認書等提出書類の到達状況や処理状況の問い合わせがあった場合、速やかに回

答が行える体制を整えること。 

ソ 返戻書類の管理 

宛所不明等の理由により、郵送物が返戻された場合、返戻日・返戻物・送付先住所・該当者・

事後対応の状況を把握できる管理簿を作成すること。 

タ 提出書類の整理 



一括登録が完了した確認書をシステム取込順に並び替え、システム取込日とナンバリングスタ

ンプを押す。その後、番号順にファイリングを行うこと。 

チ 提出書類の送致 

提出書類はすべての業務が完了した後、個人情報の紛失等ないように厳重に梱包等を施し、長

与町役場社会福祉課担当宛てに一括送致する。 

ツ 進捗管理等 

発送から完結まで対象者個々の処理の進捗状況が分かるように管理を行うこと。また、町から

の業務状況の確認や各種統計資料作成に対して、速やかに対応できる体制を整えること。 

テ 誤払い防止措置 

二重申請等による誤払い、二重払いを防止する策を講じること。 

ト その他特別な対応が必要な者がいた場合、発注者からの指示に従い、対応するものとする。 

 

１０ 業務管理 

(1) 人員管理 

ア 事務全般の責任者として、統括管理責任者を配置する。統括管理責任者は、本事業の運営に関

する深い知識及び適切な経験値・能力を有し、本事業を円滑に遂行できる者とする。また、業

務上の過失、不備、遅延が起きた際に責任をもって対応すること。 

イ 窓口や電話等の町民応対にあたっては、親切・丁寧に対応すること。 

ウ 各業務遂行に際しては、常に基準やマニュアル等を確認し、業務を逸脱しないように細心の注

意を払って業務にあたるよう徹底すること。責任者は、各従事者の業務内容に不適切な点があ

ることを発見した場合は速やかに指導を行い、適切な業務ができるよう努めること。 

エ 受注者は本業務実施の中で把握した情報については、積極的に発注者へ報告するとともに、発

注者から必要な資料、情報の提供を求められた場合は、資料を作成し報告すること。 

オ 受注者は、事務処理方法等について改善する必要性が発生した場合、発注者と協議の上、改善

策を決定し実施すること。 

 

(2) マニュアルの整備 

受注者は契約後速やかに、マニュアルやＦＡＱを作成することとし、内容の確定にあたっては発

注者に事前に提出して承認を得ること。また、業務上蓄積されたノウハウについては随時マニュ

アルに反映させる等、常に内容の充実を図るものとし、内容を更新した場合は発注者に提出する

ものとする。 

 

(3) 業務従事者に対する事前研修 

受注者は従事者に対して事前に十分な研修を行うこと。研修は、各業務についての知識及び技能

を有する実務経験者に行わせなければならない。また、実際の業務開始前に、業務のシミュレー

ションを行い、業務手順について発注者と共有すること。なお、契約期間中も状況に応じた適切

な研修を行うこと。 

 

(4) 個人情報の取扱い 

ア 個人情報の取り扱い等について、別紙「個人情報取扱及び情報セキュリティ特記事項」を遵守

すること。なお、業務の一部を再委託を行う場合、再委託先についても同様とし、再委託先が

遵守することについて、一切の責任を負うものとする。 

イ 受注者は業務従事者に別紙「個人情報取扱及び情報セキュリティ特記事項」の内容を従事者に

周知徹底させなければならない。 

ウ ＤＶ等避難者等特別な配慮を要する場合は、担当する従事者を限定するなど、細心の注意を払

うこと。 



(5) 報告書等の作成及び提出 

受注者は、業務の実施状況について、発注者に対して次のとおり書面または共有システムで報告

すること。ただし、緊急と判断される事案については即時口頭により報告すること。 

ア 業務計画書 

受注者は、契約締結後速やかに、業務体制、人員配置計画等を記載した業務計画書を発注者に

提出し承認を受けること。 

イ 業務従事者名簿 

受注者は、業務従事者の氏名等が記載された名簿を業務開始前１週間前までに 発注者に提出す

ること。 

ウ 業務報告書 

(ｱ) 日次報告 

次の業務区分に応じた実施日毎の実績を翌開庁日の午後１時までに提出すること。 

a コールセンター／窓口業務  

入電／受付数、受付種別、問い合わせ・回答内容、苦情の場合はその内容 

 

b 事務センター  

郵送物受領件数、仕分け種別、処理件数（受付登録件数、審査保留件数、郵便物発送件

数、不備件数、郵送物返戻件数、不備通知、支給決定通知、不支給決定通知、振込デー

タ作成件数、勧奨通知等） 

(ｱ)月次報告 

受託業務に関する当月の実績を提出すること。 

 

１１ 報告 

業務終了後、速やかに業務完了報告書を提出すること。 

 

１２ 支払方法 

(1) 受注者は、業務完了報告書に基づく検査に合格した後、請求する。 

 

(2) 発注者は、適式な請求書を受領した日から起算して３０日以内に、受注者指定の金融機関に口座

振替により支払う。 

 

１３ その他 

(1) 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者

の権利（以下、「特許権等」という。）の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用

に関する一切の責任を負う。 

 

(2) 法令等の遵守 

受注者及び受注者の要員が受注業務を遂行するにあたっては、日本国法令及び長与町条例等を遵

守しなければならない。 

 

(3) 善管注意義務 

受注者は、受注業務の遂行にあたり、個人情報及び秘密情報保護の重要性を認識し、善良なる管

理者の注意をもって業務を処理するものとし、かつ、長与町の行政事務遂行に支障を来たさない

よう努めなければならない。 

 

(4) 一括再委託 

受注者は、業務の処理を一括して他に委託してはならない。ただし、発注者が事前に承認したも

のに限り、業務の一部を再委託することができる。 

 



(5) 受注者は、再委託業者も含めて、プライバシーマーク付与事業者又は情報セキュリティマネジメ

ントシステム（ＩＳＯ２７００１／ＩＳＭＳ）適合性評価の認定取得業者であること。また、業

務の実施にあたり個人情報保護に関する規定を遵守すること。 

 

(6) コールセンター、窓口、事務センター等の業務の準備 

令和７年 6月 25 日から令和 7年 6月 30 日まではコールセンター、窓口、事務センター等の業務

の準備期間とする。その際に発注者から制度内容について 1日程度説明を行う。コールセンタ

ー、窓口、事務センター等の開設までに本給付制度について十分に理解し住民に対して説明を行

うことができるよう努めること。 

 

(7) 業務上必要な事務機器、消耗品等については発注者にて準備を行うが窓口受付等のためのコピー

機（家庭用複合機でも可）、人員管理に関するものについては受注者で準備を行うこと。 

 

(8) 本仕様書に明記されていない事項については、協議して定めるものとする。 

 

担当 

 長与町福祉課 上村 095-883-1111（内線126） mail：hukushi@nagayo.jp 


